
2022年 10月 !マ ンション保険、再度高騰 !!
。その対策、そして豪雨リスク管理について・

1

2014年 6月 25日 金融庁長官への届出

2014年 7月 2日 適合性審査結果通知受領

・平均で3.5%の 引き上げ

・適用期間を 10年 までとする

2
2018年 5月 21日 金融庁長官への届出

2018年 6月 15日適合性審査結果通知受領
平均で5.5%の引き上げ

3
2019年 10月 7日金融庁長官への届出

2019年 10月 30日 適合性審査結果通知受領

。平均で4.9r%の引き上げ

2021年 5月 21日金融庁長官への届出

2021年 6月 16日適合性審査結果通知受領

。平均で
Ⅲ
10.9%の 引き上げ

・適用期間を5年までとする
4

住宅総合保険の参考準率の推移・・・なんと10年以内に4回 も改定 !!

*参考準率・・・損害保険料率算出機構が、各保険会社から収集した大量の契約・支払のデータのほか自然

災害に関するシミュレーションを基に将来の事故の発生率や支払額を予測して算出する。

近年、地球規模での温暖化傾向・気候変動による影響が著しく拡大しており、ハリケーン・山火事・

洪水・干ばつなどの異常気象による自然災害が世界各地で頻発。日本も例外ではなく、自然災害の激甚

化・頻発可により国民生活は大きく脅かされており、被災者の生活再建を支える損害保険の重要性は

益々高まっている。

一方、こうした背景で、風水災などによる被害を補償する火災保険金の支払いが増加。平成 30年・

令和元年は 2年続けて 1兆円超の保険金支払いがあった。火災保険事業の収支は大幅な赤字が常態化、

巨大災害発生時のための備えである異常危険準備金の残高も枯渇状態となり、火災保険事業の持続可能

性に懸念が生じている。そのため、保険業界では、業界をあげて火災保険収支の構造的な見直しと異常

危険準備金の残高の積み上げに取 り組んでいる。      (日 本損害保険協会の資料より抜粋・編集)

3629 異常危険準備金残高 (火災)単位 :億円
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風水災等による年度別保険金支払額の推移

火災保険の収支

国土交通省「水災害対策とまちづくりの連携のあり方」検討会

第 2回資料4-1 日本損害保険協会作成資料より抜粋
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近年の巨大自然災害の頻発により,火災保険の収支は悪化傾向にある。
(※ )以下のグラフは、火災保滅の収入C保院約 に対する支出C保魔金+驚経費)の割含を示したもので。
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雨の降 り方の変化

近年、時間雨量50mmを上回る短時間降雨の発生件数が増加
また、総雨量 1′000mm以上の雨も頻発する等、雨の降り方が
局地化・集中化・激甚化

' 時間師量50妍嗣を超える短時閣強雨や総雨量が数百mmから,千『用『′準包敵 =るような大
雨が発生し.全国各地で毎年のように甚六欺披害が発生.

・ 晴闘雨霊50前m以上の年獅発生回数燃手1976年から1985年の10年間の平均回数は
226回であるが、202二年から2020年の10年間の平均回数↑ま3,齋国と増カロ頓向 鱈搬,欝

信)を示すぃ
。 構雨量1,000m罰を超える大雨としては,平成26年含風露21号.令欄魔筆台風露畑喝

などがあり̀ 甲成30年7月豪雨 〔西日本泰雨)では総雨数i″駅η爾船蹴螂

:霧期翻鶏「疑馨協震懸迭霞震ギ畑陥警
した。
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撃気象庁資料より作成
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2020年 (令和2年 )の九州の甚大な被害は記憶に新しい中日長崎県も例外ではなかった !

2020年 7月 薫雨 支払保険金 (見込み含む)

11,557,536

長崎県 a.580,S34

5,514,251

6,451,366

」
4,772,460

2020年 台風lo号 支払保険金 (見込み含む)

R l.熊本県

● 2.福岡県

■ 3.鹿 児島県

B 4.大 /ノ」＼県

E S.長崎県

Bそ れ以外の県の合計

・  1福岡県

● 2.長 崎県

ほ 3鹿児島県

B 4.熊本県

B 5,山 口県

。それ以外の県の合計

支払保険金 (千円)

42,550,740

17,211,569

7,147,989

4,772,460

1,580,534

11,557,536

2020年 7月 豪雨 支払保険金 (見込み合む)

4.大分県

5.長崎県

それ以外の県の合計

ワース ト5

3.鹿児島県

1.熊本県

2.福岡県

支払保険金 (千円)

24,591,242

17,794,543

15,727,322

6,451,366

5,514,251

23,105,686

2020年 台風10号 支払保険金 (見込み合む)

ワース ト5

1.福岡県

5.山 口県

それ以外の県の合計

2.長崎県

3.鹿児島県

4.熊本県

2021年 3月 日本侵害保険協会による調査 (外国損保含む全社合計) より作成
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国交省マンション政策諮間団体

長管連は全管連の一員として国交省住宅局の諮問

機関です。

長管連入会のご案内
お気軽にご相談 ください !

NPO法 人長崎県マンション管理組合連合会は法人

として自立、独立した活動をしています。そのためには

運営基盤を確立しなければなりません。

入会金、年会費は下記の通りです。

○正会員 (管理組合)… ……入会金 10,000円
年会費 10,000円

+300円 ×戸数

○正会員 (個  人) 入会金

年会費

○賛助会員 (企業・団体)。 …入会金

年会費

10,000円
5,000円

20,000円
20,000円

長管連の歩み
。1999(平成11)年 10月

長崎市内のマンション管理組合理事長経験者の 3名 が発起

人となり、マンション問題を考える勉強会・研究会を発

足 。

・2002(平成14)年 4月

全国マンション管理組合連合会 (全管連)へのオブザー

バー参力日。
・2005(平成17)年

「長崎県マンション管理組合連合会」へと名称変更。

・2008(平成20)年7月

長管連のホームページは下のQRコ ー ドから入れます。

Ъ
マル ジ 闘巨を解決する

NPO法 人 長備祟マ ンシ ョン管理 IB合趣 台全

マンション問題

を解決する

4長管島 立ち位置隅 :罪召衛扇罠絲孫

特定非営利活動法人長崎県
マンション管理組合連合会

定款
第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 この法人は、長崎県内のマンション

ミ緊締 濯痘ぞ暦葦箭慾
虫正なマンション形成によるまちづくりの推進

衰に寄与することを目的とする。
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長崎県マンション管理組合連合会
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この リーフレッ トは、公益財団法人県民ボランティア

振興基金の支援を受けて作成 しま した。

工夢業者団体
(…儀社回法人)

W)ョン計日修建簡I
協会

改停工事異粕約軌

MК S

福岡・長崎・熊本・六分・宮崎・建児島・沖揮

欝暗雪調
9狛ィ職燎空 不韓竜課佐

調査診断業者団体
設計監理業者団体
統一口件燃し

閥西車北

リション区分所有著団体  NPO法人全国マンション管理組合連合会

北海道

金管協

協会

管理業者団体
(一餓社団活人)

全ロツ)】ツ管理義

■

■

T850-0861
市江戸町5-8第 5-ノ瀬中央橋ビル306

電話&Fax 095 821-3300

info@chokttpren.Org
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大規模改修工事の

長管連方式とは
使いにくい・不便・

調
―

報告
不
恥

ヽ 長習連有式のポイント
拳f最初にや 0こと勝 瞥とたが自分のマンシ澄ンの

現椎を知る匡》調査・静断の察腱
劣化箇所の原因・ 進行予想を把握

①ここ惨工事が必専か 標討
②積立顔こ工事費の比韓 検討
③工事予算・仕様・範田・田久性

「
一

Q

需会で検討縁認 何を頼おのか口B確にし置計士盆幕

太 視 槙「き長 有 式 のアドAいてえ

漁 め る の ∬き

者 と え

小 規 模 マカ ョン汽槻榛 工 事 実 施

① 打 合 せ・相 談・盤 会 等 で説 明 (進行 に合 せ 実 施 )

② アンケート調 査 《不 便・不 安・ 田 つている事 等 》

③ 劣 化 調 査 診 断・ 改 俸 設 計・ 数 量 算 出・ 工 事 予 算

④ 工 事 業 者 新 聞 公 募・ 見 積 資 料 配 布・ 見 積 入 手

⑤ 施 工 業 者 決 定 :皆さん で ◎ 園 面 作 成・監 理 は実 ■

無料相談会のお知らせ
○毎月、土日を除く 13:00～ 16:00

場  所 :長管連事務所 (下図参照)

可
~850-0861

長崎市江戸町 5-8第 5-ノ 瀬 中央橋 ビル306号

TEL&FAX0 9 5-821-3300
携  帯 :090-8624-5847

イ 樺 爵 田〕

簾

長管連の事業
(1)情報提供

①マンション運営に関する各種相談

②研修会やセミナー開催、講師派遣

③『長管連号外』の作成・発行

④マンション実態調査

(2)専任顧間による相談 アドバイス

①法律関係顧間弁護士(マンション学会員)

②大規模改修工事に関するアド′▼ス

(建築士、施工管理技士)

③保険相談集合住宅専門顧問

① ② ③ 業 者 選 出 は 公 平 で 透 明 な 方 法 で

運 営 の た め の す べ て の 書 式 ・文 書 を 提 供

=自分 速 の 手 悧 L―「とを め る

口 0た

① 調 査・ 診 断
を 事 韓 予 算

,'ガ

言

① 工 事 施 エ
打0年1際証

② 歌 修 設 計
胞 工 監 理

目的 :又巧 と 化 防 止  無 料 支 援



マンション管理組合のための住まいの保険

機械式駐車場水災補償特約(浸水条件なし)のご案内

2021年 二月1日

以降始期用
(Чヽ

TOK10MARINと
NICHlD0

東京海上日動(以下、「弊社」といいます。)では、2021年 1月 1日以降始期の契 約より、「マンション管理組合のための住まいの保険」におして

機械式駐車場水災補償特約(浸水条件なし)を新設します。

本特約を契 約いただくことで、「水災(*1)に よる損害の程度」にかかわらず、機械式駐車装置につして、水災によつて生じた損害を補償することが
可能となります。

(*1)水災とは、台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石等をいいます(以下同じ)。

lE本特約新設の背景

●水災によってマンションの機オナ載式駐車装置んЧ員傷した場合、修理費が高額になるケースがあります。一方で、普通保

険約款の水災補償では漫水条件 (*2)に該当しない場合 (評甫償されません。

●このようなケースを†南償してほしいというお客様からの要 望を踏まえ、浸水条イ牛(*2)に該当しない場合でも機1戒式駐

車装置が水災により損傷した場合の修理費用を補償する特約を新設します。

(*2)保険の対象である建物(*3)が床上浸水(*4)ま たは地盤面(*5)より45cmを超える浸水を被つた結果、保険の対象に損害

が生じた場合をいいます。

(*3)建物には、付属建物を含みます。

(*4)床上漫水とは、居住の用に供する部分の床 (畳敷または板張等のものをしLヽ、土間、たたきの類を除きます。)を超える漫

水をいいます。

(*5)地盤面とは、建物力W司囲の1也面と接する位置をしいます。ただし、床面力雌也盤面より下にある場合は、その床面をいいます。

2.本特約の内容

機械式駐車装置

の事故も本特約を

付帯していれ1厳

心です !

保険の対象 普通保険約款における保険の対象のうち、機械式駐車装置

補償内容

0本4き約の保険の対象である機械式駐車装置が水災によって損害を被つた場合、本特約の支払限度額 (保険金額)を

限度に機械式駐車場水災補償保険金をお支払いします。ただし、普通保険約款におして水災による損害保険金をお支

払いする場合を除きます。

●本特約に基づき保険金をお支払いする場合、免責金額 (自 己負担額)は適用されません。

支払限度額 (保険金額 ) 500万円

豪雨による洪水で機械式駐車装置 (昇降ピット式)のモ…ターが浸水し、修理不可能と判断され、モーターの買い替え費用

80万円が発生した。
事故例

※弊社が作成した架空の事故例であり、過去に実際に発生したものではありません。

3日 ご注意点

●物件の所在地や過去の水災による浸水実績等によつては、本特約を付帯できない場合がありますので、本特約の付帯をご希望される場合は、代理店

または弊社までお問合せください。

●本特約に基づき機械式駐車場水災補償保険金をお支払いする場合、臨時費用保険金、災害緊急費用保険金、損害拡大防止費用保険金、請

求権の保全・行使手続費用保険金はお支払いしません。

※「マンション管理組合のための住まいの保険」は、2021年 1月 1日以降を始期とするマンシ]ン総合保険のペットネームです。
※このチラシは、「マンション管理組合のための住まいの保険」における「機械式駐車場水災補償特約 (浸水条件なし)」の概要について謀 内するものです。
このチラシにおしては、機械式駐車場水災補償特約 (浸水条件なし)を本特約としLヽます。

※ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読み0始い。また、詳しくは「契 約のしおり (約款)」をご用意しておりますので、必要に応じて代理店
または_腋社IE占青求●塗しヽ ご不明な点等がある場合は、代理店ま溜よ弊社までお問い合わせください。

[代理店 ] 〔引受保険会社]

東京海上回動火災保険株二く会社
東京都千代田区丸の内1・2‐1〒 100‐8050

-・ tOkiOmattnettichido,co・ ip

C15-10324新 202010

0272‐ G」 03‐20007-202010
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今1改めて考える

身近に起こりうる水害と対策

日本は日本アルプスに代表さイlる ような険しい山地が 国表1 各国と日本の河川縦断勾配の比較

多く、日本の河川は川の長さが短く、上流から下流への

勾配が急であることが矢[られています。

このため、いったん雨が降ると急に増水し短時間のう

ちに洪水のビ上

`フ

になりやすい傾向があります。

また、日本は四方を海に囲まれた海洋国家であり、

ユーラシア大陸の東縁にあることから、海と大陸の影響

を強く受ける点にも注意が必要です。

日本の近辺では、季節に応じて陸と海の間の温度差

が気圧差を生み出し、夏から秋にかけて雨量がふえる傾

向があります。主に 6月からア月の梅雨期、秋の台風、

秋雨前線による長雨等が矢[lら れていますが、近年ではこ

のほかに夏の積乱雲等の発達による突発的な集中豪雨

も増えています。

また、近年で|よ台風が大型化する傾向があり、河川の氾濫、大規模な高潮などによる被害が毎年のようにみらイ1ます。その他、

主に夏に狭い範囲で 1時間に 100 mmを超える局地的大雨 (いわゆる「ゲリラ豪雨」)も発生しており、水害が身近な災害になつて

きています。

図表2 過去10年間に発生した水害 。土砂災害

標高(m)
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出典 :国土交通省 河川データブック2020 221
各国と日本の河川縦断勾配の比較

過去10年間に約970/0以上の市町村で水害・土砂災害が発生しました。
平成20年～平成29年 水害・土砂災害の発生状況です。
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出典 1国土交通省 河川事業概要 2020
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主要な水害リスク

②高潮
台風を代表とする低気圧が発生した場合、低気圧が発生している海域では海面が低気圧に吸いあげられ上昇する現象、いわゆ

る高潮が生じます。基本的には気圧が lhPa低くなると海面が約 lcm上昇します。例えば 2018年の台風 21号の場合、最低中

心気圧は 915hPaであったため、標窄気圧が 1013hPaだとすると中心部で理論上は約 lm海面水位が上昇したことになります。

また、台風などによる強風が沖から海岸に向けて吹いた場合、海水が海岸に吹き寄せらイ1ることでも海面が上昇します。これら

により通常よりも海面が上昇する事態が「高潮」です。高潮の結果、浸水に至ると溺死や船舶の損傷・衝突、家屋・貨物の破損・

流出等のリス
`フ

が考えられます。

水害リスクには主に次のようなものがあります。

●台風
熱帯や亜熱帯で発生する低気圧を 「熱帯低気圧」と呼

びます。熱帯低気圧は海面の水温が 26～ 2フ℃以上の

海域で主に発生します。このうち最大風速が 1アm/s以

上で、北西太平洋または南シナ海に存在するものを台風

と呼びます。なお、北東太平洋やメキシコ湾・カリブ海

などの北大西洋に存在するものを「ハリケーン」、アラビ

ア海やベンガル湾などの北インド洋に存在するものを「サ

イ
`フ

ロン」と呼びます。それぞれ最大風速の基準に違い

はありますが気象学的に|よ 同じもので、この中でも台風

が最も発生数が夕夕くなってしヽます。台風は発生後、亜熱

帯で|よ 貿易風に乗り西に移動し、その後北太平洋高気圧

の縁の南風に乗り北上、その後偏西風に乗り北東に移動

することが一般的です。台風 lよ 北上するにつれてエネル

ギーが弱まり、最終的には温帯低気圧になります。

0集中豪雨
主に梅雨前線や秋雨前線が停滞する日寺期や夏場の低

気圧が急激に発達しやすしヽ時期に、積乱雲が同じ場所

で次々と発生・発達を繰り返すことで激しい雨が数時間

にわたって降り続き、狭い地域で数百ミリの総雨量とな

る事態が 「集中豪雨」です。

雨量は 1日寺間雨量という単位を基準にして考えます。

一般的な雨の場合 |よ やや強しヽ雨で 10～ 20mm/h、 ど

しゃ降りの場合でも 20～ 30mm/h程 度で、50mm/h
を超えると海のような雨となり傘が全く役に立たなくな

ります。近年は 50mm/hを超える短時間の強雨の発生

回数が増えており、新たなリスタとなつてしヽます。□土

交通省水害レポート2019によると、 19フ 6年から1985

年の 10年間では 50mm/hを 超える雨は平均 1フ4回 /

年程度であつたものが、2009年から 2018年の 10年

間では平均 239回 /年と実に 14倍の発生頻度となつ

ています。

図表3 風水災等による年度別保険金支払額の推移

以前に比べ風水害等による支払い保険金額は増大している。

ク019年 度も1兆 円超

SSddSSSSSヾ §ヾ§Sヾヾ ヾヾヾヾヾヾヾヾヾヾ§ヾヾ 年度
(※ 1)損保協会調へ。
(※ 2)火災保険、費物保険、運送保険、風水書保険、動産総合保険、建設工事保険.晴僚責任保険の正味支払保険金

の合計。

出典 :国 土交通省「水災害対策とまちづくりの連携のあり方J検討会
第2回 資料4-1 日本損害保険協会作成

台風19号の影響

(5,680億 円)

台風18号 (3.874億 円)

合風23号 (1,380健 円)

図表4 1E寺間降水量50mm以 上の年間発生回数
(アメダス1,OOO地 点あたり)

約1日 4倍

1981    1986    1991    1996    2001    2006    201生     2016

1時間隆水量50mm収上の年間発生回数 (アメダス 1′ 000地点あたり)

出央 :国 土交通省 水害 レポー ト 2019
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0河 川氾濫

降雨は川の水位に影響します。雨脚が強くなると川の水位が大きく増えます。上流部から小さな河川が合流し、海に向かうに従

しヽ徐々に大きな河川となつていきます。そのため、上流の水位が上がると、下流域では急激に水位が上昇することになります。近

年lよ水害対策が進んでいますが、水位が急に上昇すると堤防等が決壊することもあります。堤防等が決壊すると周囲に水んい巳濫

する事態が生じ得ます。

降雨による増水の場合、上流の河川の上砂等下 流に流れ込む点に注意が必要です。河川氾濫んヾ起きると、浸水被害だけでなく、

泥水の流入や上流からの漂流物による被害なども生じる可能性があります。

0土砂災害
豪雨がきつかけとなり、山やがけの地盤んヾ緩み土砂災害に発展することもあり得ます。

土砂災害にはがけ崩れや地滑り、土石流災害等があります。

風水害対応は、基本的には風速・水位を基に行うことになります。そこで重要な基準となるのが気象に関する情報
です。

●台風情報
台風‖青報 |よ 、水害対応を考える際に最も基本となる情報で

す。台風情報は気象庁から出され、「台風の実況」と「台風の

5日先までの予報」んヽら構成されます。

台風の実況では、3時間ごとに台風の中心位置、進行方向

と速度、中心気圧、最大風速、最大瞬間風速、暴風域、強風

域が伝えらイ1ます。

そして、台風の予報では、それぞれの時点から1日先までの

12時間刻みの予報 (3時 F日∃ごとに更新)、 5日先までの 24時

F日∃刻みの予報 (6時間おきに更新)が出されます。内容は実

況とほぼ同じく中心位置、進行方向と速度、中心気圧、最大

風速、最大瞬間風速、暴風警戒域です。

なお、いわゆる強風域 (右図黄色実線)とは風速 15m/s

の風が 10分間平均で吹いているか吹く可能性のある範囲、暴

風域 (右図赤色太線)と lよ風速 25m/sの風が 10分間平均

で吹いているか吹く可能性のある範囲です。

図表5 台風の予報の例

こイ1らの情報は風速に注目したものなので、台風情報と同時

に雨量についても確認する必要があります。

風速・雨量の目安は次の通りです。

10日 11し

'ヽ

1■ 111,'1

1″ 1,1,|↓

litl11,11

0,「 11

争G船ね収との強風颯 機 獅

出典 :気象庁HP
https://www jma gojp/jma/k shou/know/typhOOn/7 1 html
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参

一
考

(:予報用語)

風の強さ

やや
強い風

日蛍い風

10～ 15

15-20

風の強さの目安

平均風速
(m/s)

備考

盆業の対応としては撤収・業務

の停止を検討すべき段階。

企業の対応としては一般的に作

業の全面中止が必要な段階。

人への影響

風に向かつて歩きにくくなる。

傘がさせない。

風 に向かつて捗 けなくな り転倒

する人も出る。高所での作業 は

極めて危険。

何かにつかまつていないと立つ

ていられない。飛来物 によつて

負傷する恐れがある。

屋外での行動は極めて危険。

屋外・樹木の様子

樹木全体が揺れ始める

電線が揺れ始める。

電線が鳴り始める。

看板 や トダン板が外 れ

始める。

細 い木 の幹 が 折 れ た り、

根の張つていない木が倒れ

始 め る。看 板 が 落下 '飛

散する。道路標識が傾く。

多くの樹木が倒れる。電

柱や街灯で倒れるものが

ある。ブロック壁で倒壊

するものがある。

建造磁

樋 (と い)が揺れ始める。

屋根瓦・屋根葺材が Iよ がイモるものが

ある。

雨戸やシヤツターが揺れる。

屋根瓦・屋根葺材 が飛散 するものが

ある。固定されていないプレハブ小屋

が移動、転倒する。ビニールハウスの

フィルム (被覆材)が広範囲に石皮れる。

固定の不十分な金属屋根の葺材が

めくれる。

養生の不十分な仮設足場が

崩落する。

外 装 材 が広 範 囲 にわた つて飛 散 し、

下地材が露出するものがある。

住家で倒壊するものがある。

鉄縛構造物で変形するものがある。

出典 :気象庁HP 「風の強さと吹き方の表Jを基に、TRCにて備考欄を加筆し作成

非常に強い藤I

30～ 35

35-40

40以上

猛烈な風

25-30

|:'i,|  ''|||

参 考

1時間

雨量の目安

雨量
予報用語 1 人の受けるイメージ 人への影響 車に乗つていて

ワイパーを速くしても見づらい。 一般的なひどい雨

備考
(mm)

10～ 20

20～ 30

や強しや 高ヽ了 ザーザーと降る。

強い雨  どしや降り

地面からの跳ね返 りで足元がぬ

れる。

傘をさしていてもぬれる。

バケツをひ つくり返 したように

降る。

高速走行時、革輪と路面の間に

水 ]莫 が生じブレーキが効かなくな

る (ハイドロプレーニング現象)。

車の運転 |よ 危険。滝のように降る (ゴーゴーと降

り続く)。

息苦 しくなるような圧迫感があ

る。恐怖を感ずる。

傘 Iよ 全く役に立たなくなる。

出央 1気象庁HP 雨の強さと降 り方を基に、TRCにて備考欄を加筆 し作成

②気象警報。注意報
大雨や暴風によつて発生する災害の防止や被害の軽減のため、風水害が懸念される場合、気象庁が次の防災基本情報を出します。

このうち、基本的に|よ 警報以上のものが出さイ1た場合 [k企業としての対応を考えることが必要不可欠です。

図表6気 象庁が発表する気象情報

注意報   災害が発生するおそイ1のあるときに注意を呼びかけて行う予報。

警 報
重大な災害が発生するおそれのあるときに警戒を呼びかけて行う予報。

風水害に関係する警報としては、大雨警報・洪水警報・暴風警報・波浪警報 。高潮警報等がある。
｀

2011年の東日本大震災と台風 12号の際、警報を危機感を持つてとらえてもらえず逃げ遅れがクタ発し

たことの反省から、新たに設けられた区分。

警報の発表基準をはるかに超える大雨等が予想され、重大な災害が発生するおそイ1が著しく高まつて

いる場合に最大級の警戒を呼びかけるためのもの。

風水害に関係するものとしては、大雨特別警報、暴風特別警報、波浪特別警報、高潮特別警報がある。

出典 1気象庁HP「 気象警報 注意報の種類 J

2018年「平成 30年 7月豪雨」

で記録された雨量

2019年 「令和元年束日本台

鳳」で記録された雨量
猛烈な雨80以上

50～ 80

30～ 50 激しい雨

,恒 1言 に
激しい雨

4

特別警報
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氾濫水への警戒を求める段階

〔警戒レベル5相当】

いつ)巳濫してもおかしくなしヽ状態

避難等の氾濫発生に対する対応を求める段階

〔警戒レベル4相当】

0指 定河サII決水予報

図表7 指定河川決水予報の種類

河川の増水や,巳濫などに対する水防適動の判断や住民の避難行動の参考として活用することを目的に、□土交通省・気象庁・

都道府県等が共同で、あらかじめ指定した河川について、区間を決めて水位・流量を示した洪水の予報を行つています。指定

河川洪水予報は,巳濫注意情報、氾濫警戒情報、氾濫危険情報、,巳濫発生情報の 4つがあり、河川名を付して 「○○川氾濫注

意情報」「△△川氾濫警戒情報」のように発表されます。

洪水予報の標題 (種類) 発表基準
市町村 。住民に求める

行動の段階

)日濫の発生

(氾濫水の予報※
)

,口濫危険水位

(レベル 4水位)に到達

一定時間後に氾濫危険水位 (レベル 4水位)

に至J達が見込まれる場合、あるいlよ避難判断

水位 (レベル3水位)に至」達し、さらに水位の

上昇が見込まイ1る場合

避難準備などの氾濫発生に対する警戒を

求める段階

〔警戒レベル3相当】

OO川 氾濫注意情報

(洪水注意報)

氾濫注意水位 (レベル2水位)に至」達し、

さらに水位の上昇が見込まイ1る場合

)口濫の発生に対する注意を求める段階

〔警戒レベル2相当】

※氾濫水の予報 平成 17年 7月 の水防法および気象業務法の改正により、従来の洪水のおそれがあるときに発表する水位 流量の予報に加え、河川が氾濫 した後において tよ

浸水する区域及びその水深の予報を行うことになりました。

出典 i気象庁HP

図表8

r・・・・・ は・・

■■
出典 :気象庁HP

0洪水警報の危険度分布

従来の洪水警報に加えて、201フ 年 フ月から「洪水警報の危険度分布」についても提供されることとなりました。こ才1は身近な

河川の浸水害・洪水リス
`フ

の高まりをより納得感を持つて把握し主体的な避難行動を促すことを目的としたもので、従来型の警報

で用いられていた雨量予測に力lえて、地質・地形勾配・河川流量などのデジダル数値情報も活用されています。

指定河川洪水予報の発表対象で lよ ない中小河川がリアルタイムにどの程度危険な状態にあるのかが地図上に落としこまれてお

り、地図でより具体的に確認できるようになつている点に特徴があります。

田

ロ

鋼

　
調

○○川氾濫発生情報

(洪水警報 )

OO川 氾濫危険情報

(洪水警報 )

OO川氾濫警戒1情報
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濯
避
連
憲
情
報

種^

藤

）

湾
澄
遠
慧
情
報

氾
選
注
意
情
報
解
除

超鵜 台

(レ
～

レ2水位)

(レヘル4水位)

(レベル3水位)

■出

氾
濫
危
険
情
報

氾
選
雪
載
情
報

氾
濫
発
生
情
報

氾
湛
雪
戒
情
報

氾
濫
危
険
情
報

氾
濫
雪
裁
情
報

時間の流れ
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企業におしヽて対策を考えるにあたり、地震と同

様に自らの事業の拠点の水害リスクを想定できる

と大変便利です。そこで水害のリスタを把握する

際に用いられるのが 「ハザードマップ」です。

194ア 年のカスリーン台風によつて利根川が破

堤 したことによる洪水がきつかけで制定された

「水防法」という、水害防止を扱う法律があります。

この水防法が 2015年に改正され、国。都道府県 。

市町村は想定しうる最大規模の降雨・高潮に対

応する浸水想定を行い、その結果を踏まえて伝

達方法、避難場所、避難経路等をハザードマップ

を用いて住民等に適切に周矢[することとなりまし

た。そのため、浸水想定区域がある夕夕くの地域

では、ハザードマップが自治体の HP等で公開さ

イlています。

ハザードマップ|よ 水害リス
`フ

がある地域に対し

て、必要な場面での避難を促すことを目的として

しヽます。該当の地域に自らの拠点が立地してい

る場合 |よ 、万が一の場合の避難等を検討すると

ともに、浸水リス
`フ

を下げるための対策を考える

必要があります。

水害には、例えば洪水・土砂災害等の複数の

要因があることから、そのリス
`フ

については複数

のハザードマップを自ら組み合わせて考える必要

がありましたが、近年は ITの発達によリハザード

マップの見やすさも大きく向上しています。例え

ば国土交通省の HPで公開されてしヽる「重ねる

ハザードマップ」サービスでは、複数のハザードマッ

プを一度に重ねて確認することもできます。

特に大規模な河川である一級河川については、

水害んヾ生じた場合の影響も大きくなりやすしヽこと

から、必ず事前に確かめることが必要です。

図表9 ハザー ドマップポータルサイ ト

出典 :国 土交通省HP https//d sapo「 ta gs gojp/

図表10日 本国内の一級河川 (109水系 )
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八ザードマツプポータルサイト
～身のまわりの災吉リスクを調べる～

… … … …

☆ 0〔

重ねる八ザードマツプ

園
場所を入力

わがまち八ザードマツプ

まちを選ぶ

田
攀

表示する情報を選ぶ

田

口
過去の代表19な災害事,lをみる

留
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水害対策の取り組みの進展、ハザードマップの浸透などにより、水害対策は従来よりも検討しやすくなつてきています。

特に浸水想定区域においては災害による被災状況は一定程度予想可能であり、結果を回避する取り組みを行う必要

性があります。

0ソ フ ト面の対策

水害対策は、人の行動 (ソ フト面の対策)と事前対策 (ハード対策)に大別できます。

ソフト面の対策は、人が災害に直面した場合に正しく恐イ1、 適切に行動することを促すことがポイントです。

そのため、以下の取り組みを進めることが必須でつ。

0ダイムラインの検討

水害 |よ 、気象の変化とともに事態が進展します。気象の

進展に合わせてどのような対応をしていく必要があるのか

日月確にすることが重要です。まずは、タイムラインを検討し、

避難・浸水防止の対応が手遅れにならなしヽようにするため

には何をするべきかを明らかにすることんヾ重要です。

②教育 。訓練の実施

ダイムライン策定後は、その内容をそれぞイ1の従業員 (特

に職場の責任者・職長等)に理解してもらう必要があります。

そのために教育・訓練の実施ざ惑要不可気です。

特に、逃げ遅イlの防止等を目的とした業務の積極的な停

止は、一般的な業務環境の中ではあまり考えない事項であ

るため丁寧な説明が必要です。通常の業務維持の考え方か

ら、業務停止に代わる目印となる事項等を明確にしつつ、

職場の責任者・職長等の意識にl動 きかける必要があります。

②ハード面の対策
浸水防止のための建物・設備面の対策を進めることも重要です。

河川の氾濫により浸水が生じると電気設備を中心とした損害、汚泥による汚損の影響を免れません。

止水板の設置、排水設備の充実、可能であれば重要設備機器の上層階設置・土地のかさ上げ等の対策を随B寺行うことが重要です。

OBCP・ 事業面の検討

これらの基本的な対応に加えて、さらに進んだ対策として BCPの策定や事業面の改善等も考えられます。

BCPは日本では事業継続計画と訳されることから、事業を停止させずに維持するための計画ととらえられがちですが、実際

にはそうではありません。業務の停止をお客様への影饗が少なくなるようにマネジメントしながら順次業務を再開させるための

対応を考えることが BCPの策定です。被災した場合に、従業員の負担を軽減しつつもお客様に早期に業務を通じた貢献を再

開するために、どの業務から回復していくのかといつたことをあらかじめ整理しておくことが重要です。)に被災地の拠点に一時

的に対応を肩代わりしてもらうようなことも考えられます。

また、可能であれば高台に移転をするなど事業構造を変える、あるしヽは新規に拠点を構える際にあらかじめ水害リスタを織

り込んで拠点を設計する、水害リスタぶ歩なしヽ土地を選ぶ等のリスタ回避の取り組みも重要です。

図表1l BCPの 策定と維持管理のプロセス

STEPl
取り組みの

立ち上げ

STEP2
優先業務選定
(BIA) (被害想定)

STEP3
リスクアセスメント

STEP4
事業継続戦略・

対策の検討

STEP5
文書化

・取り組みの枠組みの決定
γ 取り組み・背景整理
/取 り組み 目的設定
/適 用範囲の整理
r プロジェクトの

進め方の検討
γ 取り組み体制の明確化

業務停止影響分析
/対象範囲に関係する

業務等の確認
/各業務停止時の

影響範囲等の整理
/最大許容停止時間検

討
y目標復旧時間設定
/重要業務の特定

・重要業務に関係
資源の把握
γ重要業務に必要な

経営資源を確認
・リスクアセスメント

y被災が懸念される

経営資源の把握
ッr対策の要否の検討

する経営 ・被災時の対応の検討
・被災時の対応のため
の事前準備の検討
r備蓄品等の検討
事前対策の検討
/減災対策検討

※ 危機管理体制等の上位
計画が無い場合は危機管理

体制等の検討も必要。

H検村結果とりまとめ
γ事業継続計画書

全社共通の規程的
内容
事業分野ごとの

個別の計画
γ教育 訓練、事前準

備 .事前対策等の事
業盤続関連の改善
の取り組みの計画

7
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パンフレット兼重要事項説明書

マンション管理組合のための住まいの保険

マンション管理組合の皆さまヘ

本冊子lよ「マンション管理組合のための住まいの保険」の

パンフレット兼重要事項説明善です。

マ
ン
シ

ョ
ン

管
理
組
合
向
け
の

保
険
掟
ジ
ョ
。

「

車卓i湖
十
■名.H

普通保険約款、特約およびサービスの内容につしヽてlよ 、東京海上国動のホームページ

(www.tokiomarine― nichido.co.jp/service/tive/covenant)に てご参照しヽただけます。

お申込み前に約款 (冊子)を希望される場合|よ 、代理店また|よ 東京海上国動までお申盟ください。
※保険期P日日が終了するまで、本冊子を「ご契約のしおり(約款)」 とあわせて大切に保管してください。

2021年 1月 1日 以降始期用

アθ βeθ σooJfo阿Par,/ オ

住 ま い

マンション

管理組合用( )



「マンション管理組合のための住まいの保険」は、

大切なマンションに大きな麦心をお届けします。

建物本体の共用部分だけでな

く、付属建物や施設等の共用部

分や、共用部分に収容さ才lる 区

分所有者共有の設備・備品も補

償対象となります。

※「マンション管理組合のための住まいの保険」
における保険の対象は、保険証券記載の建物
の共用部分または共用部分に収容される区分

所有者共有の動産となります。

保険の対象の一例

共用部分の範囲につきましては、

マンション管理規約等で

ご確認ください。

:塀

マンション共用部分を―括して補償 再取得価額
珂
ベースで

お支払い

充実の付帯サ中ビスで安心をど提供

屋 上

詳細は10ページをご確認ください。＼

。所定の期間内の1戸室あたりの保険金支払事故件数に応じて、
「事故状況による割引」を適用します。

。また、築20年以上の建物の契約において給排水管の更新工事を

実施している場合に、「メンテナンス割引」を適用します。
詳細はア、17ページをご確認ください。

●保険金|よ 、時価額ではなく再取得価額*1を基準としてお支払いします。*2

●全損となつた場合(修復費用が建物の共用部分全体の再取得価額*1

の100%に相当する額となつた場合)には、支払限度額 (保険金額)

にかかわらず再取得価額*1に基づいて

修復費用をお支払いします。*3

*1保険の対象を、修理、再築。再取得するために必要な額を

ベースにした評価額です。

*2免責金額 (自 己負担額)を差し引いて保険金をお支払いし

ます。

*3再取得価額が100億円を超える場合は、支払限度額 (保険

金額)をお支払いしますのでご注意ください。

詳細は5ページをご確認ください。

ロビーのソファー等

鶉

亘 フ ェ ン ス
自転車置場

!外灯設備 :

駐車場

水道引込管

排水設備

過去の事故件数や建物の
メンテナンス実績に応じて割引を適用

′

一
ヽ

事故時だけでなくお客さまの日常生活全般をサポートし、充実のサービ

スで安心をお届けします。

群 欝

詳細は裏表紙を

ど確認ください。

詳細は裏表紙を

ど確認ください。

詳細は裏表細産

ぜ確認Kださtヽ.

詳細は裏表紙を

ど腱認ください。

手厚い保険金を素早くお支払い
医療機関のご案内や

医療相談など、

おからだの「もしも」のときに

お客様をサポートします。

介護に関するご家族の負担を

軽減するサービスを

ご提供します。

水回りのトラブルや、

カギ紛失時に

提携の専門会社をご紹介します。

法律・税務。社会保険に関する

電話でのご相談や毎日の暮らしに

役立つ情報をご提供します。

修理費(0の費用)だけでなく、修理と密接に関わる費用(0。②・0の費用)も損害保険金として

まとめてお支払いします。

台風が発生した場合の修理プロセス(例 )

→ → → →

損害の範囲を確認

▼

0損害範囲確定費用

べニヤ板で
応急処置を実施

▼

②仮修理費用

本修理を実施

▼

0修理費

スクラップを
搬出・廃棄
▼

0残存物取片づけ費用

事故が起きると修理費(0の費用)だけでなく、修理と密接に関わる費用(0。②・0の費用)が発生します。「マンション管理組合のため

の住まいの保険」では、修理費と修理と密接に関わる費用を損害保険金としてまとめてお支払いすることで、手厚い保険金のお支払

いを実現します。また、こイ1によつてお支払い時の複雑な計算を不要とし、迅速なお支払いにもつなげています。

1 2

1

Point

4

騒
バルコニー

:‐B日

「
】…1

花 壇 庭 木

商品内容
「マンション管理組合のための

住まいの保険Jを

ご契約いただくにあたつて

>P日 1～8

■
剥 報 脊

前に

ご確認事項

>PJ9～ 13

□
蕎稗響

結EttIE

ご注意事項

□
評 報 菅

後に

ご注意事項

その他
ご留意
いただきたいこと

団饂穂3蘇&
上記■～団とあわせて

ご確認いただきたい

重要な事項 (保険料の割召Dを
記載しています。

>P日 17-18

>P日 14

>P日 15

>PH1 6

本冊子の構成
※本冊子はご契約に関するすべて

の内容を記載しているものでは

ありません。詳細は、「ど契約のし

おり(約款 )」 をご参照ください。

Ⅲ

契
約
締
結
後
に
お
け
る
ど
注
意
事
項

Ⅳ

そ
の
他
ぜ
留
意
い
た
だ
き
た
い
こ
と

Point

5

メディカル
アンスト

介護

アンスト
自動
セット

住まいの

緊急アンスト
自動
セット

デイリー

サポートセット
自動

言羊細は5ペ ください。＼



事故の際に修理資を補償する緯譲藝縁 顧饉∞
免責金額(自己負担額)を

お選びください。

3つのおすすめ補償ダイプからお選びくださいぎ

火災

君目

破裂・爆発

風災

雹災

雪災*2

水災

盗難

給排水設備事故の水濡れ等

車両または航空機の衝突等

建物の外部からの物体の衝突等

騒優または労働争議等

その他l円然な破損事故等

火災、落目、破裂。爆発による

損害を補償します。

風災、雹災、雪災*2による

損害を補償します。

水災 (床上浸水または地盤面より

45cmを超える浸水の場合)による

損害を補償します。

盗難による損害を補償します。

葎戦 靡 盤 詩 等
による損害を補償します。

車両の衝突、航空機の墜落、
建物の外部からの物体の衝突、
労働争議等に伴う破壊行為等による

損害を補償します。

上記以外の

偶然な破損事故等による

損害を補償します。

◇ 補イ賞します 漂 補償しません

る事故」を除きます。
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ニーズに応じた

プラン設計が可能です
「マンション管理組合のための住ま

いの保険」では、お客様のニーズや

ご予算等に応じて、プラン設計がで

きます。

支払

限度額

(保険金額)

再取得価額に約定付保割合を

乗じて支払限度額 (保険金額)

を設定しヽただきます。

支払限度暮買(保険金額)

=再取得価額×約定付保割合

再取得価額
100万円単位で

設定

約定付保割合
10%～100%で
設定

保険期間 1年～5年

払込方法 一時払、年払、月払

詳細は11、 12ページをご確認ください。

|:::::!=

=二
´

地震による裡J壊

*1上記以外の補償ダイプについては、代理店または東京海上日動までお問い合わせくださしヽ。

地震による火災    津波による流失

*2「融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業によ

:地震保陰

●

●

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｏ

×

工|コ
ーノミーーー

ダイプ |

療風111自動|セット

マンション管理組合のための
住まいの保険

損害額 (修理費*3)_免責金額

(自己負担額)です。

*3修理費には、修理と密接に関わる費用 (残存

物取片づけ費用、仮修理費用および損害範

囲確定費用)を含みます。

すべてのリスク共通の免責金額

(自 己負担額)をお選びください。

1万 円

5万円

10万円

20万円

30万円

地震保険
実際の修理費ではなく、
地震保険金額の一定割合を

保険金としてお支払いします。

全損

大半損

小半損

一部損

30%
5% 】

60%【時価の60%が限度】

日寺イ面の5%

100%【 日寺価が限度】
地震保険

保険金額の

詳細は13ページをご確認ください。＼

お費孝ムいする保険金

商
品
内
容

「支払限度額G頓鯰額)」

『保険期間Jとr保『貞料の払込期

4

「マンション管理組合の|ための性:まいの保険Jは|、共用書1分|―括契 1絶方式ですと
共用部分は一括契約方式がおすすめ
マンション共用部分のご契約には、以下の方式があります。

―括契約方式
管理組合が契約者となり共用部分を一括

して契約する方式

個別契約方式
各居住者が専有部分・其用部

ノ
刀
＼の共有持ち

分をあわせて契約する方式

個別契約方式の場合、万が一の事故の際

に修繕費用の徴収に手間取り、工事が遅れ

1る原因になります。

|―括契約方式なら、管理組合が保険金を受

け取ることができるため、スムーズな修繕

が可會ヒとなります。

共用部分の範囲について
共用部分の範囲を決める基準として、

上塗基準と壁心基準があります。

共用部分と専有部分の区別について

は、管理組合の規絢に定められていま

すので、ご確認ください。

上塗基準

界壁・階層の本体はすべて共用

部分であり、専有部分側の上塗

部分だけが専有部分であるとす

る基準。

壁心基準

界壁・階層の中央部分 (壁心およ

び床の中心イァ泉)ま での専有部分

側は自
ノ
刀の`専有部分で、夕1側は

其用部分あるいは他人の専有部

分であるとする基準。

3

玄 関

住 戸 窒

(専有部分)

住 戸 室

(専有部分)

ベランダ ベランダ

玄関

住 戸 窒
(専有部分)

住 戸 室
(専有部分)

ベランダ ベランダ

廊 下 廊  下



事故が起きた際には、

綴審繰鹸金と費用保険金をお支払いします。酷2

*1特約をご契約いただく場合には、上記とは別に保険金をお支払いする場合があります。

*2損害保険金と費用保険金どちらか一方のみのお支払いとなる場合もあります。

その他のリスクに備える攀奢1経‖→静
オプション(追加の補償等)もご用意しています。

ご契約の際には、それぞれ支払限度額(保険金額)や免責金額(自己負担額)を設定いただきます。

事故の際に修理資を補償する矮翡藝衛騨典袋

主な特約 補償するリスク

マンション共用音1分の  事故によつてマンション共用部分に損害が生じた場合、その復1日のため

復旧のために必要となる に必要となる以下の費用をお支払いします。

1事故あたりの支払限度額(保険金額)・

免責金額(自己負担額)

〔支払限度額〕
支払限度額(保険金額)×30%
または1,000万円のいずれか

低い額

〔支払限度額〕
支払限度額(保険金額)X10%
またIよ建物に居住する世帯数
×100万円のいずれか低い額

〔支払限度額】
主契約の支払限度額(保険
金額)と同客買

〔免責金額 (自己負担額)〕

主契約と同額

損害保険金として補償される修理費には、保険の対象の修理にかかる費用だけでなく、

修理と密接に関わる費用 (以下①～◎の費用)も含まれることをご確認ください。

諸費用に備える

策害緊急費用

補償特約

鬱損害の原因の調査費用
◇再T家動するための点検や調整に必要な費用または試運軍五費用
鰺代替として使用する仮設物の設置費用および撤去費用ならびにこれ

に付随する土地の貸僧費用
⑭迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務
に対する割増賃金の費用

事故によつてマンション共用部分に損審が生じ、損害保険金が支払われ

る場合に必要となる様々な臨時費用として、損害保険金の10%をお支払
いします。

なお、臨時費用のお支払いの対象となる事故を火災 (火災、落雷、破

裂・爆発)のみに限定することもできます。(臨時費用保険金の文災の

み補償特約)

エレベーダー、空調設備などマンション共用部分のうち建物の機械

設備に、電気的または機械的事故が生じ、故障した場合の修理費用を

補償します。

なお、「災害緊急費用補償特約」が付帯されている場合でも、本特約
によつて補償される損害に対しては、災害緊急費用保険金はお支払
いしません。

⑤損害範囲確定費用

⑤仮修理費用

⑥残存物取片づけ費用

修理に際し、損害の範囲を確定するために必要な

調査費用

災害によつて共用部分の窓や出入り回等が破損

し、本修理を行うまでの間、早急に修理する必要

がある場合の仮修理費用

修理に際し、損害が生じた保険の対象の残存物の

取片づけに必要な費用

具体的な

修理プロセスに

ついては、

1ページのPoint 3を

ご参照ください。

事故の際に

必要となる

三昂彗言阜写
え
亀選議縁嫉

建物共用設備の

電気的・機械的事故に

備える

設備損害

補償特約
*1

マンション共用部分の

管理等に起因する

賠償事故に備える

建物箇I望

貝き償責任

補償好寺約

居住者の賠償事故に

備える

個人賠償賣任

補償特約
(包括契約用)

管理組合の

役員等としての

業務に起因する

賠償事故等に備える

管理組合役員賠償・

紛争解決費用

補償特約

―
|ltillFII声 す11

修理賣以外の様々な費用を補償する費 用 保 険金 ●

上記0～0の費用を含めた損害保険金の額が支払限度額 (保険金額)を超えた場合でもキ3、「支払限度額 (保険金額)×2倍」*4ま で補償します1+5

*3損害保険金から上記③～①の費用を除いた金額は、支払限度額(保険金額)が限度とな
')ま

す。
*4下記の園および園の費用保険金も含めて「支払限度額(保険金額)× 2倍」が限度とな

')ま
す。

*5全損となった場合(修復費用が建物の共用部分全体の再取得価額の100%に相当する額となった場合)は、修復費用については、支払限度額(保険金

額)にかかわらず再取得価額を限度に補償します。また、全損となり損害保険金(修復費用および上記嬢～鬱の費用)の額が再取得価額を超える場合

は、下記の理および国の費用保険金も含めて「再取得価額×2倍」が限度となりま現

事故が起きた際、損害保険金以外にも、様々な費用をお支払いします。

どのような日寺にどのような補償を受けられるのかご確認ください。
※囚 および国 の費用の合計額は損害保険金の額を上限とし、損害保険金に力Eえ費用保険金としてお支払いします(損害保険

金をお支払いする場合に限りお支払いします。)。

マンシヨン共用部分の管理等に起因する偶然な事故により、他人にケガ

等をさせたり、他人の物を壊したりした場合の法律上の損害賠償責任を

補償します。

日本国内または国外において居住者ご本人やそのご家族等が、日常生

活や居住用戸室(一部または全部を事務所に使用する場合を含みます。)

の管理不備等で他人にケガをさせたり他人の物を壊してしまつたとき、

線路への立入り等により電車等を運行不能にさせてしまつたとき、また
は日本国内で受託した財物(受託品)*2を日本国内外で壊したり盗まれて
しまつたときの、法律上の損害賠償責任を補償します。

なお、国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きま

す。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います(「賠償事故
解決に関する特約(個賠包括用)」 が自動セットさイ1ます。)。

マンション管理組合の役員等が管理規約に規定する業務に起因して、法

律上の損害賠償責任を負う場合に、保険金をお支払いします。また、以下
の費用に対しても保険金をお支払しヽします。
騒損害賠償請求がなされるおそ11がある状況が判明し、その解決をする

ために要した初期解決費用
ё情報漏えい事故が発生してお詫び等が必要となった場合における情
報漏えい対応費用

Φ管理規約等に違反したことに起因する紛争につしヽて、管理組合が負担
した弁護士費用等の紛争解決費用

なお、東京海上日動は、示談交渉を行いません。

【支払限度額〕
1,000万 円、2,000万円、3,000

万円、5,000万 円、1億円、2億

円、3億円、5億円、10億円のい

ずれかで設定

〔免責金額(自己員担額)〕

0円、5万円、10万円、20万円、30

万円のいずイ1かで設定

〔支払限度額〕
1,000万 円、2,000万円、3,000

万円、5,000万円、1億円のいず

れかで設定

〔免責金額(自己負担額)〕

0円、5万円、10万円、20万円、30

万円のいずイ1かで設定

困 損害拡大防止費用保険金

消防車が来る前に消火器を使つて

消火活動をしたI

趨 請求権の保全・行使手続費用保険金

火災、落雷、破裂・爆発の事故が生じた場合に、損害の発生および拡大の防止のため

に支出した必要または有益な費用 (消火薬剤のつめかえ費用等)

他人に損害賠償の請求ができる場合、その請求権の保全または行使に必要な手続

きをするための費用

奮層

翻 失火見舞費用保険金

火事が発生し、近隣の他の建物にも

被害が… お詫ぴをしたしヽ1

*6水濡れ原因調査費用保険金不担保特約をど契約いただく場合は、補償対象外となります。なお、給排水設備事故の水濡れ等リスクを補償しない場合

は、水濡れ原因調査費用保険金不担保特約が自動セットされます。

*フ 保険証券記載の建物 (建物の付属物または付属設備を含みます。)における漏水、放水等による水濡れをいいます。

I支払限度額・免責金額(自 己負担額)l

*3謝罪のために被害者に対して支

出する見舞金等は、被害者1名に

つき1,000円が限度となります。

水濡 れ原 因調査費 用  水濤れ原因調査費用保険金を補償対象外とする特約です。

保険金不担保特約

*4破損等リスクを補償している場合にご契約いただけます。

*2携帯電話、ノート型パソコン、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡、1個または1組で100万 円を超える物等は、受託品に含みません。詳細は「ど契約のし

おり(約款)」 をご参照ください。

写は

保険の対象から発生した火災、破裂・爆発の事故によつて、近隣等第二者の所有物に

損害が生じたときの第三者への見舞費用。1事故1被災世帯あたり50万円。ただし、

支払限度額 (保険金額)の 20%を限度とします。

水濡れ*フ事故が発生した場合、その事故原因の調査のために支出した必要かつ有益

な費用。1事故かつ契約年度ごとに100万円を限度とします。

囲 水濡れ原因調査費用保険金*6

水道管から水漏れが発生して

ロビーが濡れてしまつたI

5

保険金 魚青⇔寓百

管理組合役員
賠償保険金

500万円 なし

初期解決費用
保険金

30万円 なし

情報漏えい対応
費用保険金

100万円 なし

紛争解決費用
保険金

30万円 5万円

商

品
内
容

6



事故やメンテナンスの実績に応じた保険料の割引 地震等による損害を補償する理瞬翼観齢典申
過去の事故件数や建物のメンテナンス実績に応じて、割引を適用します。

以下C,(働の条件をすべて満たす場合、事故件数に応じて保険料を割り引く「事故状況による割引」を適用

します。

地震鯨日本全国いつ。どこで発生するか分か拶ません :

地震・噴火またはこれらによる津波

(以下、地震等といいます。)を原因と

する火災・損壊・埋没・流失による損

害に備えて、地震保険をご契約くだ

さい(原則自動セット*1)。

*1ご契約されない場合は、申込書等へのご署名 (法人の

場合はど捺E日)が必要になります。

*2震度6弱では、耐震性が高い鉄筋ヨンクリート造建物に

おいて、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ,亀裂が入る

ことがあります。

｀C/

〆
″

事故状況による審u引について
無事故だつたから割引が適用されて

保険料が下がつてよかったわ。

グ

始期日時点で、保険の対象である建物が築2年6か月以上かつ総戸室数20戸室以上であること

成績計算期間*1に おける1戸室あたりの保険金支払事故件数が0.14件以下であること

*1始期日から6か月前の応当日より過去2年間をいいます。

0
0

【契約例】

0  01  3  6  26 100(96)

やや高い  高い
,メ

2018年版確率論的地震動予測地図 (確率の分布)の例

今後30年間に震度6弱 *2以上の揺れに見舞われる確率

(出典)」
―SHIS地震ハザードステーション防災科学技術研究所

電働火災保険では、なぜ地震等による火災を補償していないのですか?

蛭⊃ 大地震発生時には、通常よりも火災発生件数が増力日するだけでなく、消防能力の低下等により焼失面積も著しく大きなものとな

ります。このため、火災保険で想定していない大規模な文災損害が発生することから、火災保険の補償からは除外して、政府の
バックアップのある地震保険で対応することとしています。

廻滲地震等により、マンシヨンのエレベーダー・水槽などの付属物のみに損害が発生した場合でも地震保険金は支
払われますか?

⑧ 地震保険の損害査定の際には、大地震発生時でも保険金を迅速・的確。公平にお支払いするため、建物の主要構造部に着目して

建物全体の損害を認定しています。したがって、エレベーダー・水槽などの付属物のみに損害が発生した場合は、保険金の支払

対象となりません。なお、主要構造部の損害の程度が「一部損」以上の場合は、付属物の金額も含めて設定された建物の地震保

険金額をもとにお支払いします。

廻秒東日本大震災で地震保険金を受け取つたマンションはどれくらいありましたか?

⑬ 保険金の

受け取りなし

(ア .ア %) 「半損」の保険金を

受け取り

(188%)

出典:「マンション管理支援ネットワークせんだい・みや制 が実

施した「分譲マンションの復旧状況に関するアンケート

調査」(2012年 10月 )

「一部損」の保険金を

受け取り

(フ 2.8%)

一
一
一
〓
一

区分A
O件

(無事故 )

区分B
O件超～

0.02件以下

区分C
O.02件超～

00フ件以下

区分D
007件超～

014件以下

区分E

O.14件超

1戸室あたりの事故件数

割引は保険始期日時点の料率・保険料に対するものであり、築年鞠の経過や過去からの商

品・料率改定等の影響により、本割引が適用される場合でも1戸室あたりの事故件数によつて

は更新時に保険料が引上げとなる場合があります。

以下〔契約例〕における成績計算期間と1戸室あたりの事故件数の算出方法は以下のとおりです。

震災当時、地震保険に加入していた仙台圏所在のマン

ションのうち9割以上が地震保険金を受け取り、復旧費

用等に充てられています。

「全損」の保険金を

受け取り

(0.フ %)

マンション共用部分に地震保険は必要ですか?

地震等による損害があつた際に、地震保険に未加入の場合や修繕積立金が不足している場合などはお住まいの方々(区分所有
者)の修理費用のご負担額が大きくなることがあります。このため、お住まいの方々の間で修理費負担に関する合意形成ができ
ず、修復工事が円滑に進まない恐イ1があります。

マンション共用部分に地震保険をご契約されていないと…

例 110階建ての分譲マンションの受水槽が壊れ、2～ 5階を中心に外壁や廊下に大きなひびが入つた。管理組合理事長は区分
:所有者に、マンション其用部

ノ
刀の`修理費に対し、持ち分に応じて65万円～85万円の負担を求めたが ,…

理事長 1年も経つのに直さないま 住人A ぅちの階は8階でほと  住人B

■
一一十■
二
■
一一一
■

成績計算期間渉

1戸室あたりの

事故件数

始期:2021年 1月 1日、建築年月:2002年 1月 、総戸室数判00戸室

成績計算期間内に保険金の支払しヽがあつた事故件数:2件

成績計算期間

2018年 7月 2日～2020年7月 1日 (2年間)

6か月

"ア

保険金支払事故件数2件 ■総戸室数100戸室=0,02件 …・区分Bの害J引率を適用

古いマンションだけど、給排水管の更新工事を5年前に

実施したおかげで割引が適用されてよかつたよ。

ｉ
一・
一
・
一

一措
■

一
千

一
■

一
■

■

・
一

■
〓
■

〓
一．

一一一一一
一
一
一十
一一

・一
・・・

一
一
一
　
一
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機
⑬

・■
一〓
一
・・・・〓
一

メンテナンス害u石 1について

以下 毬,(う の条件をすべて満たす場合、メンテナンス実績に応じて保険料を割り引く「メンテナンス害」引」

を適用します。

O始期日時点で、保険の対象である建物の築年数が20年以上であること

0保 険の対象である建磁において、始期日から6か月前の応当日より過去15年間に

給排水管の更新工事*2を実施していること

*2給排水管の更新工事とは、マンション共用部分の既存の配管を新しい配管に取り換える工事をいいます。

まだと、下がつた資産価値
が戻らない…

皆で修理費負担にご協力
いただきたい。

んど被害がない。

同じ客」合の負担には

納得できない |

普段ほとんど付き合いもない住民同士

でお金の話をまとめるのは莫としいわ。

終の棲家と思つて購入したのに一

7

商
品
内
容

1適用条件・

害lJ弓 1率

保
険
料
の
割
引
率

保険料
保険料

保険料
保険料

保険料

57%
の害J号 |

30%
の割31

26%
の害悟

千戸室

あ.たり|の

事故件数の

期

(前々 契々約)

保険始期
2018年 1月 1日

(前 契々約)

保険始期
2019年 1月 1日

(前契約)

保険始期
2020年 1月 1日

保険始期
2021年 1月 1日

92.3%のマンションが地震保険金をお受け取り

区分Bの割引率

(50%割引)を適用

.適
用本皇f牛

―

※「事故状況による害」引」と「メンテナンス割引」の詳細については、1フページをご確認ください。



重要事項説明書
※申込書等への署名または記名・捺 E日 は、この書面 (P9～ 18)の

受領EEも兼ねています。

Ｌ

契
約
締
結
前
に
お
け
る
ど

2 保険の対象、基本となる補償および支払限度額 (保険金額)の設定方法等

①保険の対象ω
ご契約前に必ずご理解いただきたい大切な情報を記載しています。必ず最後までお読みください。ご契約

者と被保険者 (補償を受けられる方)が異なる場合は、本内容をご契約者から被保険者にご説明ください。
保険の対象は、保険証券記載の建物の共用部分または共用部分に収容される区分所有者共有の動産です。

なお、自動車、通貨、有価証券、預貯金証書、こ日紙、切手等は保険の対象に含まれません。

※建物本体の共用部分だけでなく、付属建物や施設等の其用部分も補償対象となります。

マークの

ど説明 ω 胤
保険商品の内容をご理解

いただくための事項

ご契約に際してご契約者に

とつて不利益となる事項等、

特にど注意いただきたい事項

該当するご契約者に

ご確認いただきたい

事項
②基本となる補償①h

基本となる補償の概要および保険金をお支払いしない主な場合は以下のとおりです。詳細は、「ご契約のしおり(約

款)」 をご参照ください。また、以下の損害に対してお支払いする損害保険金以外に、事故時に発生する様々な費用につ

いて費用保険金をお支払いする場合があります(5ページをご参照ください。)。

|

保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いしない主′よ場合

1
商品の仕組み

マンション管理組合のための住まいの保険
基本となる補償、ご契約者のお申し出により任意にご契約いただける特約 (オプション)等は以下のとおりです。

① 実際にご契約いただく補償内容は申込書等でご確認ください。

主な特約(オプション)

ω 火災、選霞、破裂・爆発

により損害が生じた場合

風災、雹策、雪策

により損害が生じた場合

水羮
(床上浸水*1または

地盤面よう)45cmを超える漫水の場合)

により損害が生じた場合

盗難により損害が生じた場合

給椰,水設備に生じた事故または

建物内の戸室で生じた事故に伴う

漏水～旗水等による水濡れ等

によう)損害が生じた場合

車両の衝突、航空機の墜藩～
建初の外部からの物体の衝突、

労慟争議等に伴う破壊行為等

により損害が生じた場合

。ご契約者、被保険者 (補償を受けられる方)、 またはその同居の

親族等の故意もしくは重大な過失または法令違反によつて生じ

た損害

。地震・口買火またはこれらによる津波 (以下、地震等といいます。)

によつて生じた損害

。地震等によって発生した事故の延焼または拡大により生じた損

害や文元の発生原因を間わず地震等によつて延焼または拡大

した損害

●風、雨、雪、雹、砂塵等の建物内部への吹き込み、浸み込みまた

は漏入によつて生じた損害

。「建物の床上浸水
*r」

または「地盤面より45cmを超える浸水」に

至らない水災によつて生じた損害

●給排水設備事故に伴う水濡れ等の損害のうち、給排水設備自

体に生じた損害

●保険の対象が通常有する性質や性能を欠いていることによつて

生じた損害

●自然の消耗または劣化によつて生じた損害

●すり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち等の単なる外観上の損傷や

汚損

●偶然な破損事故等によって生じた損害のうち、次のもの
。建物の増築・改築や修理・点検等の作業上の過失または技術の

拙劣によつて生じた損害

・電気的または機械的事故によるもの(特約により補償できる場

合があ
'り

ます。)

災害緊急費用補l賞特約

臨時費用補償特約

設備損害補償特約

建物管理賠償責任字甫償特約

個人賠償責任補償特約
(包括契約用)

管理組合役員賠償。

紛争解決費用補償特約

水濡れ原因調査費用
保険金不糎保特約

| 等

上記以外の偶然な破損事故等

によし,損害が生じた場合

I

火
災
リ
ス
ク

風
災
リ
ス
ク

損害保険金
*1   

費用保険金

*1損害保険金には、修理と密接に関わる費用

(残存物取片づけ費用、仮修理費用および

損害範囲確定費用)を含みます。

火災リスク
損害拡大防止

費用

風災リスク
請求権の保全・

行使手続費用

水災リスク 失火見舞費用

盗難リスク 水濡れ原因調査

費用

総排水設備事故の

水濡れ等リスク

修体の衝突等
リスク

破損等リスク

基本となる補償

水
災
リ
ス
ク

マンション

管理組合
のための

住まいの

保険

付帝
サービス

地震保険
※原則自動セット

盗
難
リ
ス
ク

給
排
水
設
備
事
故
の

水
濡
れ
等
リ
ス
ク

物
体
の
衝
突
等
リ
ス
ク

メディカルアシスト 自動
セット

介護アシスト
自動
セット

住まいの緊急アシスト
自動
セット

デイリーサポート
ツ

破
損
等
リ
ス
ク

地震リスク

9

*1床上浸水とは、居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水をいいます。
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損害額 (修理費
ホ1)一

免責金額 (自 己負担額)

③ お支払いする損害保険金の額 (餅迩
お支払いする損害保険金は です。
(損害保険金の額が支払限度額 (保険金額)を超える場合、損害保険金の額と、損害拡大防止費用保険金、請嗽権の保全・行使手続

費用保険金の合計額は、支払限度額 (保険金額)× 2倍の額を上限とします。*2*3)

免責金額 (自己負担額)は、1万円、5万円、10万円、20万円、30万円からお選びください。

*14多理費には、修理と密接に関わる費用 (残存物取片づけ費用、仮修理費用および損害範囲確定費用)を含みます。

*2ただし、損害保険金から残存物取片づけ費用、仮4多理費用および損害範囲確定費用の3つの費用を除いた金額は支払限度額 (保

険金額)が限度となります。

*3全損*4の
場合は、修復費用については、支払限度額 (保険金額)にかかわらず再取得価額を限度に補償します。また、全損*4となり

損害保険金 (修復費用ならびに残存物取片づけ費用、仮修理費用および損害範囲確定費用)の額が再取得価額を超える場合は、

損害拡大防止費用保険金および請求権の保全・行使手続費用保険金も含めて、再取得価額×2倍の額を上限とします。

*4全損とは、それぞれ1回の事故につき、修復費用が建物の共用部分全体の再取得価額の100%に相当する額となつた場合をいい

ます。

④主な特約①
災害緊急費用補償特約、臨時費用補償特約、設備損害補償特約、建物管理賠償責任補償特約、

個人賠償責任補償特約 (包括契約用)、 管理組合役員賠償・紛争解決費用補償特約、

水濡れ原因調査費用保険金不担保特約

※特約の詳細については、「ご契約のしおり(約款)」 をご参照ください。

⑤ 補償の重複に関するご注意 迩
個人賠償責任補償特約 (包括契約用)をご契約される場合で、被保険者 (補償を受けられる方)またはそのご家族が、

補償内容が同様の保険契約
*1を

他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。補償が重複すると、

対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われ

ない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえで、特約の要否をご検討ください。
*2

*1「マンション管理組合のための住まいの保険」以外の保険契約でご契約されている特約や弊社以外の保険契約を含みます。
*2個人賠償責任補償特約を1契約のみにご契約される場合、将来、そのご契約を解約されたときや、同居から別居への変更等により

被保険者(補償を受けられる方)が補償の対守く外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ど注意ください。

③ 建物の共用部分の評価額の算出方法・支払限度額 (保険金額)の設定①
建牛勿の共用部分の評価額の算出方法について

建物の共用部分の評価額を算出するための基準は「再取得価額」
*1です。

*1保険の対象を、修理、再築・再取得するために必要な額をベースにした評価額です。

支払限度額 (保険金額)の設定について

支払限度額(保険金額)は、万―の事故の際にお受け取りいただける損害保険金の上限額
*2で

す
+3。

事故が発生した

場合に十分な補償が受けられるようお決めください。実際にご契約いただく支払限度額(保険金額)については、申込

書等でご確認ください。

dE翌涵鴻竪醒霊】D  再取得価額に約定付保割合を乗じて支払限度額 (保険金額)を設定します。・4

※共有動産については、支払限度額 (保険金額)を設定いただく必要はありません。建物の其用部分の支払限度額 (保険金額)の範囲

内で補償します。

*2残存物取片づけ費用、仮修理費用および損害範囲確定費用を除きます。

*3修復費用が再取得1面額の100%に相当する額となった場合に限り、支払限度額 (保険金額)が再取得価額を下回る場合でも、再

取得価額を損害保険金として支払います。ただし、「仝損時損害保険金の支払額に関する特約」が付帯されていない契約に限り

ます。

*4建物の其用部分の評価額を超えて支払限度額 (保険金額)を設定しても、保険金のお支払いは評価額を限度としますので、超えた

部分に対する保険料が無駄となる場合があります。

② 保険期間および補償の開始・終了時期 篭含迩
保険期間は1年から5年の整数年で設定してください。弊社の保険責任は、始期日の午後4時 (申込書等にこれと異なる

時刻が記載されている場合はその時亥」)に始まり、満期日の午後4時に終わります。

∈ 保険料の決定の仕組みと払込方法等

① 保険料の決定の仕組み 篭警
保険料は、支払限度額 (保険金額)、 保険期間、免責金額 (自 己負担額)、 建物の所在地、築年数

*1、
延床面積、総戸室

数等に応じて異なケジます。そのため、更新前契約と同じ補僚内容であつても、建築後の経過年数等により保険料が高く

なることがあります。また、一定の条件を満たす場合、「事故状況による害じ引」、「メンテナンス割引」を適用します

(→ ま
=控

「保険料の割引(P.17)」 )。

実際にご契約いただく保険料については、申込書等でご確認ください。異なる契約条件 (保険期間や免責金額等)を

選択した場合の保険料の違いにつきましては、代理店または弊社までお間い合わせください。

*1建物の建築年月から始期日が属する月までの経過年数をいいます(1年末満の端数が生じた場合は、切り捨てます。)。 なお、築年

数が2年の場合については、築2年6か月以上か築2年6か月未満かによつて保険料が異なります。

|■ :

|;`il

l子!|

② 保険料の払込方法等 ① 溢
主な払込方法は以下のとおりです。ご契約時に直接保険料を払い込む方法もあります。

※ご契約内容により選択いただけない払込方法があります。

分割払
主な払込方法

日座振替

月払

06%害 Jオ9
軌
○

一時払

①

請求書 (銀行等での振込み) ×

※□座振去由■での払込みの場合、始期日の属する月の翌月から請求します。このため、月払のご契約の場合、最終回目の保険料の振替

日が満期日以降となることがあります。

※ご契約時に直接保険料を払い込む方法の場合は、保険期間の開始後であつても、保険料を領収する前に生じた事故に対しては保険

金をお支払いできず、ど契約を解除する場合があります。

保険料の払込猶予期間等の取扱い蓬錨
保険料は保険証券記載の払込期日までに払込みください。初回保険料 (一時払保険料を含みます。)の払込期日は原則

として以下のとおりです。払込方法により以下の払込猶予がありますが、この猶予期限を過ぎても保険料の払込みがな

いときには、保険金をお支払いできず、ご契約を解除することがあります。

払込方法

地震保険の取扱い

一
一
一一一
一一・一一
一〓
一一一
■
一一
■
一一
十一
〓一
一■
一〓
一十■
一
一
一
一
二
一一
一
　
一■
二
十一
千
一一一一・一一
≡■
一
■
一
一一　
■

①商品の仕組み①迩

②保険の対象①

「マンション管理組合のための住まいの保険」では、地震・噴火またはこれらによる津波(以下、地震等といいます。)を

原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害が起こったときは保険金をお支払いしません。

地震等による損害については、「マンシヨン管理組合のための住まいの保険」とあわせて地震保険をご契約いただく必

要があります(「マンション管理組合のための住まいの保険」のご契約期間の途中でご契約いただくことも可能です。)。

地震保険をご契約いただかないときは、申込書等の「地震保険未加入時のご確認欄(地震保険確認欄)」 にご署名(法

人の場合はご捺印)が必要です。                                   、

保険の対象は、マンション(区分所有建物)の共用部分となります(F日 、塀、垣以外の屋外設備装置を除きます。)。 居住

の用に供されない戸室の共有持ち分については、保険の対象に含まれません。

．一．一
．一一
一一
一・一一． ・一一
一
一・・
一
一一・・・
一
・

× O

初回保険料の払込期日 払込猶予

□座振替
始期日の属する月の翌月振替日

(原則 26日 )

払込期日の翌々月末 (ご契約者の故意または

重大な過失がない場合に限
'プ

ます。)

請求書 始期日の属する月の翌月末 払込期日の翌月末
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③補償内容①迩
地震等を原因とする火災・損壊・埋没・流失によつて保険の対象について生じた損害が、「全損」、「大半損」、「小半損」

または「一部損」に該当する場合に、実際の修理費ではなく、地震保険保険金額の一定害」合 (100%、 60%、 30%または

5%)を保険金としてお支払いします(損害の認定は、保険の対象である区分所有建物全体の損害の認定によるものと

します。「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基奉」にしたがいますc)。

契約締結時におけるご注意事項

森
:唾
:!.:

溢告矢□義務

申込書等に★や☆のマークが付された事項は、ご契約に関する重要な事項 (告矢ll事 項)ですので、正確に記載してください

(弊社の代理店には、告矢]受領権があります。)。 お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告矢]事項について事実を記載

しない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。

※告知事項かつ通矢□事項には☆のマークが付されています。通矢□事項については「OⅢ‐1通知義務等(P.15)」 をご参照ください。

[告知事項・通知事項] ★ :告欠[事項 ☆ :告矢B事項かつ通矢[事項

他の保険契約等
ネ1、 総戸室欺

〔始期日時点で築2年6か月以上かつ総戸室数20戸室以上の建物を保険の対象とする場合】

成績計算期間・
2内 の保険金支払事故件数

*3

〔始期日時点で築20年以上の建物を保険の対象とする場合〕

始期日から6か月前の応当日より過去15年間における給排水管の更新工事
*4実

施の有無

お支払いする保険金の額

マンション共用部分の地震保険保険金額の

100%
(時価が限度)

千
・一
一一一一一

全 損
建物の時価の

50%以上

大半損

建物の時価の

40%以上

50%未満

建物の時価の

20%以上

40%未満

・ 損害の程度が一部損に至らない損害

・ F]・塀・垣のみに生じた損害

★

焼
失
ま
た
は
流
失
し
た
床
面
積
が

主
要
構
造
部
の
損
害
額
が

建物の延床面積の

フ0%以上

建物の延床面積の

50%以上

70%未満

建物の延床面積の

20%以上

50%未満

小半損

一部損

建物の時価の

3%以上

20%未満

*1認定方法については、「ご契約のしおり(約款)」 をご参照ください。

※時価とは、保険の対象と同等のものを再築または新たに購入するために必要な金額から、使用による,肖耗分を差し引いた金額をい

います。

※1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が12兆円(2021年 4月現在)を超える場合、お支払いする保険金は算出

された支払l呆険金総額に対する12兆円の割合によって削減されることがあります。

(ご参考)

東日本大震災が発生した際にも、削激することなくl呆険金は支払われております。また、大震災発生時には、政府は復旧・復興に向

け、地震保険以外の様々な施策も実施しています。

※地震保険をセットする「マンション管理組合のための住まいの保険Jの保険の対象である建物に門、塀、垣、エレベーダー、給排水設

備等の付属物を含める場合、建物の支払限度額 (保険金額)にはこれらの付属物の金額も含まれていますが、損害査定の際には、大

震災発生時でも保険金を迅速・的確・公平にお支払いするため、建物の主要構造部に着目して建物全体の損害を認定しています。し

たがつて、付属物のみに損害が発生した場合等は、保険金の支払対象となケリません。なお、付属物に損害が発生した場合には、建物

の主要構造部にも損害が発生している可曾割生が高いため、ご契約の代理店または弊社にその旨ご相談ください。

☆

所在地、柱・構造・耐火基準、建築年月、物件種別、職作業、延床面積

<建物管理目き償責任補償特約をご契約の場合>
エレベーダー・エスカレーターの数

<個人賠償責任補償特約 (包括契約用)をご契約の場合>
対象戸室数 (居住用戸室数)

*1この保険契約以外にど契約されている、保険の対象を同一とする/呆 険契約や共済契約のことです。他の保険契約等がある場合、そのご

契約の内容によっては、弊社にて保険のお引受けができない場合があります。

*2始期日から6か月前の応当日より過去2年間をいいます。

*3保険の対象を同一とする保険契約において、成績計算期間内に保険金の支払いがあつた事故件数キ5をいいます。なお、地震保険におけ

る保険金の支払いは除きます。

*4給排水管の更新工事とは、マンション共用部分の既存の配箇を新しい配箇に取り換える工事をいいます。

*51つの事故によって生じた複数の保険金支払いについては、これらをまとめて1件の事故とカウントします。また、この場合、最初に保険金

が支払われた日に、当該事故のすべての保険金が支払われたものとします。

罐築筆局についでユ
「建物完成年月」(建物の建築工事が完了した年月)をご申告ください。

④ 保険金をお支払いしない主な場合 モ診遜
・ 地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害

・ 地震等の際における保険の対象の紛失・盗難によって生じた損害   等

考
1与

=:廷

クーリングオフ (クーリングオフ説明書) 総

⑤保険期間①
「マンション管理組合のための住まいの保険」の保険期間にあわせてご契約いただきます。

① 引受条件 (保険金額の設定、保険料決定の仕組み等)(書
・ 地震保険の保険金額は、「マンション管理組合のための住まいの保険」の支払限度額 (保険金額)の 30%～50%の範

囲でお決めください。ただし、区分所有者ごとに、建物の専有部分に対してご契約している地震保険契約の保険金額

と合算して5,000万 円が限度です。

・ 地震保険の保険料は、保険金額のほかに建物の所在地・構造により異なります。また、所定の確認資料のご提出によ

り、免震・耐震性能に応じた「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、l而寸震診断割引」、「建築年割引」を適用できる場合が

あります(→ : :「保険料の書J引 (P,18)」 )。 実際にご契約いただく保険料については、申込書等でご確認ください。

※大規模地震対策特別措置法に基づく警戒室言が発令されたときは、そのときから「地震保険に関する法律Jに定める一定期間は、東

海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する建物について、地震保険の新規契約および増額契約 (地震保険保険金額を増額

して継続する契約をいいます①)はお引受けできませんのでご注意ください。

満期返れい金・契約者配当金 0

マンション管理組合等、法人または法人でない社団等によつて締結されたご契約はクーリングオフの対象とはなりませんの

でご注意ください。
<記入例>

保険期間が1年を超えるご契約については、ご契約のお申込み後であつ

ても、お申込みの撤回または解約 (`フ ーリングオフ)を行うことができます。

そフーリングオフされた場合には、既に払込みいただいた保険料はご契約

者にお返しします。弊社およびご契約の代理店は、ターリングオフによる

損害賠償または違約金を一切請求しません。

※既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、ど契約者が

そのことを矢Bらずにワーリングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は

生じないものとします。

※ご契約者からのお申出によりご契約を解約される場合は、始期日から解約

日までの期間に相当する保険料を日割で払込みいただくことがあります。

【クーリングオフの受付期間・通知方法〕

お申出いただける期間は、ご契約のお申込

日またはこの説明書の受領日のいずれか遅

い日からその日を含めて

効。普通便で可。)です。弊社宛に必ず郵便

にて通矢Bください (ご契約を申し込まれた代

理店では受け付けることができません。)。

下記の保険契約を
クーリングオフします。

申込人住所

氏名

電話 自宅   (  )
勤務先  (  )

・申込日 :

・保険種類 :マンシヨン

管理組合のため

の住まいの保険
・証券番号 :

。ご契約の営業店 :

・ご契約の代理店 :

⑪

【クーリングオフできない場合】
。保険期間が 1年または 1年に満たないご契約

。営業または事業のためのご契約

。法人または法人でない社団・財団等が締結されたご契約

○金銭消費貸借契約その他の契約の債務の履行を担保するため

のご契約 (保険金請求権に質権が設定されたご契約等) 等
。この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
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マンション共用部分の地震保険保険金額の

60%
(時価の60%が限度)

マンション其用部分の地震保険保険金額の

30%
(時価の30%が限度)

床
上
漫
水

全損。大半損・小半損に至らない建物が、

床上浸水または地盤面より45cmを超

える浸水を受け損害が生じた場合

マンション共用部分の地震保険保険金額の

5%
(時価の5%が限度)
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契約締結後におけるご注意事項
■ 1叫 ご幸 いただきたいこと

11回人f盾華Rの取1及い            お   41果険会相L石炭綻時の取扱い等
乙ユ:

通知義務等

[通去ll事】買]

申込書等に☆のマークが付された事項 (通矢[事項)に内容の変更が生じた場合には、遅滞なくご契約の代理店または弊社ま

でご連絡ください。ご連絡がない場合はご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。

通矢日事項の一覧は「OⅡ‐1告知義務 (P.14)」 をご参照ください。

以下の事項を変更した場合は、通矢[義務の対象となります。必ずご連絡ください。

e建物の柱・構造・耐火基準、建築年月、物件種別、職作業、延床面積

。建物管理賠償責任補償特約をご契約の場合、エレベーダー・エスカレーターの数

。個人賠償責任補償特約 (包括契約用)を ご契約の場合、対象戸室数 (居住用戸室数)

[その他ご運鶴いただきたしヽ―事I買](以下の場合にもご契約内容の変更が惑要となりますので、ど連絡ください。)

。以下のようなど契約内容の変更にあたっては、あらかじめご契約の代理店または弊社までご連絡ください。

§建物等を譲渡。売却する場合で、保険契約上の権利・義務を併せて譲渡する場合

機建物の増築・改築等によつて保険の対象の価額が増力lまたは減少する場合

。ご契約者の住所・メールアドレス等を変更した場合は、遅滞なくご契約の代理店または弊社までご連絡ください。

解約されるとき ω 遜
ご契約を解約される場合は、ご契約の代理店または弊社までご連絡いただき、書面でのお手続きが必要です。

墓契約内容および解約の条件によっては、弊社所定の計算方法
キ1で

保険料を返還、または未払保険料を請求・
クすることが

あります。返還または請求する保険料の額は、保険料の払込方法や解約理由により異なります。

§返還する保険料があつても、原則として払込みいただいた保険料から既経過期間
*3に

対して「月害」」で算出した保険料を

差し引いた額よりも少なくなります。

轟肘期日を待たずに解約し、新たにご契約される場合、補償内容やイ呆険料が変更となったり、各種サービスを受けられなく

なることがあります。

*1割引を適用しているご契約を解約される場合、返還する保険料はそのご契約に適用している割引率を前提に算出します。

*2解約日以降に請求することがあります。

*3始期日からその日を含めて解約日までの、既に経過した期間をいいます。

弊社および東京海上グループ各社は、本契約に関する個人情報

を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、

他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アン

ケート等を行うために利用する他、下記①から⑤の利用・提供を行

うことがあ
'サ

ます。なお、保健医療等の特別な非公開情報 (セ ンシ

ティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切

な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。

①本契約に関する個人情報の不l用 目的の達成に必要な範囲内

で、業務委託先 (保険代理店を含みます。)、 保険仲立人、医療

機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対

して提供すること

②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするた

めに、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共

同して利用すること

③弊社と東京海上グループ各社または弊社の提携先企業等との間

で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること

④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するた

めに、国内外の再保険引受会社等に提供すること

⑤質権、抵当権等の担保権者における担保権の設定等に係る事

務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供

すること

詳しくは、弊社ホームページ

(WWWitOkiOrYlarine― nichido.co.jp)をご 参 照 くだ さ い 。

2ご契約の取消し。無効・重大事由による解除について
。ご契約者や被保険者 (補償を受けられる方)が、暴力団関係

者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合には、

弊社はご契約を解除することができます。

。その他、約款に基づき、ご契約が取消し。無効・解除となる場合

があります。

3契約手続き等の猶予に関する特別措置について

自然災害や感染症拡大の影響によりご契約手続き等を行うこと

が困難な場合に、「更新契約の契約手続き」および「保険料の払

込み」に関して一定の猶予期間を設ける特別措置をご利用いた

だける場合があ
')ま

す。

※ご利用いただける特別措置の詳細につきましては弊社ホームページ

(www tok omarne nichido cojp/company/news/disaster/)

をど確認ください。

東京海上回動火災保険株式会社

保険の内容に関するご不満。ご要望のお申出はお客様相談セン

ダーにて承
'り

ます。

。引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい

金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されるこ

とがあります。

●引受保険会社の経童が破綻し、ご契約者が個人あるいは「小

規模法人ホ1」 、またはマンション管理組合である場合には、この

保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険

金、返れい金等は、原則として80%・2まで補償されます。

。地震保険契約はすべてのご契約が全額補償対象となります。

*1も
~皮

綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国

法人(日 本における営業所等が締結した契約に限る)が対象です。

*2破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保

険事故に係る保険金については100%まで補償されます。

5その他契約締結に関するご注意事項
迩

ё弊社代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結、契

約の管理業務等の代理業務を行つております。したがいまして

弊社代理店と有効に成立したご契約については弊社と直接締

結されたものとなります。

●質権を設定される場合は、特段のお申出がない限り、ご契約者

と質権者との間に保険証券は質権者の保管とするとの合意が

あったものとして、質権者に保険証券 (本紙)を送付します。

。ご契約の契約者名義については、原則、管理組合様名義でお

願いします。

。申込書等を代理店または弊社に送付される場合は、ご契約の

始期までに至」着するよう手配してください。申込書等がご契約

の始期までに代理店または弊社に到着しなかった場合は、後日

ご契約手続きの経緯を確認させていただくことがあります。

6事故が起こつたとき

保険金のご請求にあたつては、約款に定める書類のほか、以下の

書類をご提出いただく場合があります。

●建物登記簿謄本、管理規約、印鑑証明、住民票等の被保険者

(補償を受けられる方)または保険の対象であることを確認す

るための書類

。他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、

弊社が支払うべき保険金の額を算出するための書類

。弊社が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための

同意書

盗

恩

ユ:二

面⑤O電 盈③‐07電 田281
受付時間:平   日午前9時～午後6時        、

土・日・祝日午前98寺～午後5B寺 (年末年始を除きます。)

一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)

弊社は、保険業法に基づく金融庁長宮の指定を受けた指定紛争解

決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契

約を締結しています。弊社との間で間融を解決できない場合には、

同協会に解決の申し立てを行うことができます。

詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。

(httpsi//www,sonpO.Orjp/)

望Z:③570藝 0且豊808僅働
IP電話からは03‐4332-5241を ご利用ください。

受付時間 :平   日 午前9時 45分～年後5時

(土
。日'祝日。年末年始はお体みとさせていただきます。)
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その他:該当する場合にご確1認いただきたいこと

保険料の害J引

0「マンション管理組合のための住まいの保険」については、下表の「適用条件」を満たす場合、割引を適用します。

o地震保険については、保険の対象である建物が下表の「適用条件」を満たすことが確認できる所定の資料の写(下表に記

載しています。)をご提出いただいた場合に、いずれか1つの割引を適用することができます。

狙こと亜達亙:二嘔 適用乗件 ご提出いただく確認資料
ホ6

耐震等級割引

①品確法に基づく登録住宅性能評価機関
半8により作成された書類のう

ち、対象建物が免震建築物であること、または対象建物の耐震等級

を証明した書類
ネ9

例)「住宅f性能評価書」、「共用部分検査・評価シートJ、「住宅性能証

明書J、「技術的審査適含証」、「:見金取得者向け新築対象住宅証

明書J、「耐震I性能評価書 (耐震等級豊J引の場合に限ります。)」

等

②独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合している

ことを示す適合証明書
*9

例)フラット35Sの適含証明書 等

③長期優良住宅の認定を受けていることが確認できる書類

(工事種別が新築の場合は耐震等級割引 (30%)、 増築・改築の場合

は耐震等級害」引(10%)を適用します
*1°

)

例)「認定運知書」、「住宅用家屋証明書」、「認定長期便良住宅建築

証明書J 等

免震建築物割引
(50%)

免震建築物
キアに該当する

建物であること
割引種類

事故状況による

害J弓 I

メンテナンス

害」弓|

適用条件

以下aib.の 条件をすべて満たす場合に

「事故状況による割引」を適用します。

a,始期日時点で、保険の対象である

建物が築2年6か月以上かつ総戸

室数20戸室以上であること

b.成績計算期間
*1に

おける1戸室あた

りの保険金支払事故件数
イ2が0.14

件以下であること

以下a.b.の 条件をすべて満たす場合

に「メンテナンス割引」を適用します。

a.始期日時点で、保険の対象である建

物の築年数が20年以上であること

b.保 険の対象である建物において、

始期日から6か月前の応当日より

過去 15年間に給排水管の更新工

事
*3を

実施していること

適用する割引率

藝左記の適用条件を満たす場合、成績計算期間
半1に おけ

る1戸室あたりの保険金支払事故件数
*2(以

下、「1戸室

あたりの事故件数」といいます。)が0.14件超の場合に

おける保険料を基準に、地震保険以外の保険料に対し

て「事故状況による割引」を適用します。害」引率は、1戸

室あたりの事故件数によつて異なります。

馨始期日時点で、保険の対象である建物が築2年6か月

以上かつ総戸室数20戸室以上であり、1戸室あたりの

事故件数が0.0フ件超の弊社更新契約については、以

下a,b.の条件をすべて満たす場合、上記にかかわらず、

「事故状況による割引【経過措置】」を適用します。

a.始期日が2019年 10月 1日以降2021年 9月 30日以

前の契約であること

b.始期日から起算して過去2年6か月の間、弊社のマン

ション総合保険を契約していたこと

(

等級1:10%
等級2:30%
等級3:50%

建築年割引
(10%)

耐震診断割引
(10%)

耐震等級
半フを有している

建物であること

昭和S6年 (1981年)6月

1日以降に新築された建

物であること

耐震診断。耐震改修の結

果、改正建築基奉法に

基づく耐震基準を満たす

建物であること

)

*6代表的な確認資料となりますので、詳イ田は代理店または弊社までお問い合わせください。

*7住宅の品質確/呆の促進等に関する法律等により定められた「免震建築物」または「耐震等級」をいいます。

*8登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行

政機関によ

“

公表されている場合には、その者を含みます。

*9確認資料から耐震等級を1つに特定できない場合は、確認できる最も低い耐震等級を適用します。ただし、登録住宅性能評価機関、適

合証明検査機関または適合証明技術者に対して届け出た書類 (「設計内容説明書」等)から耐震等級を1つに特定でき、本資料をセット

でご提出いただいた場合には、その耐震等級を適用します。

*10長期優良住宅の認定を受けるために所管行政庁に届け出た書類 (「設計内容説明書」等)から耐震等級を1つに特定でき、本資料を

セットでご提出いただいた場合には、その耐震等級を適用します。

*11「工事完了予定J「工事開始時期」等の表記で昭不□56年 (1981年 )6月 今日以降に建築されたことが分かる書類を含みます。

*1始期日から6か月前の応当日より過去2年間をいいます。

*2保険の対象を同一とする保険契約において、成績計算期間内に保険金の支払いがあった事故件数*5を いいます。なお、地震保険にお

ける保険金の支払いは除きます。

*3給排水箇の更新工事とは、マンション共用部分の既存の配管を新しい配管に取り換える工事をいいます。

*4給
"1水

設備事故の水濡れ等の補償に対する保険料が対象です。

*51つの事故によって生じた複数の保険金支払いについては、これらをまとめて1件の事故とカウントします。また、この場合、最初に保険

金が支払われた日に、当該事故のすべての保険金が支払われたものとします。

※総戸室数が20戸室未満または築2年6か月未満の建物の場合は、事故件数にかかわらず、事故状況による割引は適用されません。

※地震保険には上記割引は適用されません。

17

公的機関等が発行し、かつ適用条件を確認できる書類
*ロ

例)「建物登記簿謄本J、「建築確認書J 等

①耐震診断の結果により国土交通省の定める基準(平成48年国土交通

省告示第185号)に適合することを地方公共団体等が証明した書類

②耐震診断・耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書

例)「耐震基準適台証明書」、「住宅雨J震改修証明書」 等

1戸室あたりの事故件数
事故状況による割引

著」弓1多纂

事故状況による割引
【経過措置〕
害」弓惇客

0件 (無事故)  1区分A 5フ%
0件超～0,02件以下 1区分B 50%

0.02件超～0.07件以下 1区分C 26%
0.07件超～0.14件以下 1区分D 13% 26%

0.14件超   1区分E 割引なし 26%

主契約
*4ぉ

ょび建物管理賠償責任補償特約の保険料に

対して「メンテナンス割引」を適用します。害」引率はご契約

内容により異なります。ただし、主契約における給排水設

備事故の水濡れ等の補償および建物管理賠償責任補償

特約を契約しない場合には、メンテナンス割引は適用しま

せん。
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●付帯サービスについて
すべてのご契約でご利用いただけるサービスです。

転院・惑者移送手配

緊急医療相談   常駐の救急の専門医および看護師が、緊急医療相談に24時間電話で対応します。

医療機関案内   夜間・休日の受付を行つている救急病院や、旅先での最寄りの医療機関等をご案内します。

予約制専門医相談  様々な診療分野の専門医が、輪番予約制で専門的な医療・健康電話相談をお受けします。

がん専用相談窓口  がんに関する様々なお悩みに、経験豊富な医師とメディカルソーシャルワーカーがお応えします。

転院されるとき、民間救急車や航空機特殊搭乗手続等、一連の手配の一切を承ります。
※移送費や同伴する医療スタッフの費用等の実費分|よ お客様にご負担いただきます。
※転院先の医療機関の紹介・予約は行つていません。

■ケアマネジャー・社会福祉士・看護師等が、電話で介護に関するご相談を承ります。
(相談内容例:公的介護保険制度の内容や利用手続き、介護サービスの種類や特徴、介護施設の入所手続き、認矢B症への対処法 等)

■認矢B症のご不安に対しては、医師の監修による「もの忘れチェックプログラム*4」 をご利用いただくことも可能です。
*1お電話でいくつかのアンケートにお答えいただき、その回答結果に基づいて、受診のおすすめや専門医療機関のご案内等を行います。

■ご高齢の方の生活を支える各種サービスについて優待条件でご利用いただける事業者を紹介します。*2

■電話介護相談とあわせてご利用いただくことで、介護負担の軽減やご高齢の方ご本人の自立度の維持につながる
サービスをご検討いただけます。

*2各種サービスのご利用に係る費用は利用者ご自身の負担となります。

情報サイト「介護情報ネットワーク」を通じて、介護の仕方や介護保険制度の内容等、介護に関する様々な情報を提供します。

トイレ・風呂・台所の水もれ、詰まり等の水回りのトラブルの際に、提携の専門会社を紹介します。

外出中にカギを紛失した場合等に、提携の専門会社を紹介します。

法律・税務相談

社会保険に

関する相談

暮らしの情報提供

提携の弁護士等が身の回りの法律や税金に関するご相談に電話でわかりやすくお応えします。
また、ホームページを通じて、法律。税務に関するご相談を24時間電子メールで受け付け、弁護士等の専門家が電子メールでご回答します。

公的年金等の社会保険について提携の社会保険労務士がわかりやすく電話でご説明します。

グルメ・レジャー情報・冠婚葬祭に関する情報・各種ス
`フ

ー)レ情報等、暮らしに役立つ様々な情報を電話でご提供します。

電話介護相談

各種サービスの

優待紹介

インターネットによる
介護情報サービス

水回り緊急
サービス

カギ開け緊急
サービス

※各サービスの詳細につしヽては、「ご契約のしおり(約款)」 をご参照くださしヽ。
※各サービスの内容は変更・中止となる場合があります。

●ご契約のしおり(約款)の発行について
「ご契約のしおり(約款)」 の発行方法について、以下のいずれかをご選択ください。

ご契約のしおり(約款) 「ヽ/Veb約款 (ご契約のしおり(約款)を弊社ホームページ上で閲覧いただく方法)」 または「冊子での送付」

詳しい補償内容については「ご契約のしおり(約款)」 に記載していますので、必要に応じて弊社のホームページでご参照いた
だくか、代理店または弊社までご請求ください。ご不明な点等がある場合は、代理店または弊社までお問い合わせください。
※「マンション管理組合のための住ましヽの保険」は、2021年 1月 1日以降を始期日とするマンション総合保険のペットネームです◇
※申込書等において本冊子を「重要事項説明善」と記載することがあります。
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事故受付センター(東京海上日動安心110番 )

【●
=●
】e0120‐フ20田110

翻ネットでのこ連絡はこちら >
受付時間 :

⊇4時間865日

事故のこ連絡。こ相談は

東京海上日動カスタマーセンター

面 。0120-691日300
受付時間:平日土日祝午前9時～年後6時

(年末 年始を除く)

保険に関するお問い合わせは

東京海上回動沢災保険株煮会社
www tokiomar ne nichido co ip

マングローブ本直林等の様子をこ覧いただけます。
www tokiomanne― nichido cojp/、 /vond/greeng fVabouV

E15‐ 211301多ナ曽202112
0272-G」 03‐20001-202111

蜘盟

お間しヽ合わせ先


